
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拾六 

平成２５年２月 

市民会議素案の検討 「市民」「議会」「行政」 

素案づくりのための論点提起～松下先生 

●市民について 

・「住民（企業含む）」と「市外からの通学・

通勤者、活動者」では、権利や責任の重

みが違うだろう。排除するわけではない

ので微妙なところも含め整理が必要。 

●議会について 

・議会は、市の意思決定、行政の監視以外

にも、今後は特に、政策提案、市民自ら

考えるための材料や学習機会の提供とい

う役割が重要。また、それらに対応した

議員の役割が出てくると思う。 

●行政について 

・「行政」（市長、職員、組織）のことと「市

政運営」（市民・議会も関わる）に分けた

方が整理しやすいと思う。 

・「危機管理」は焼津市の場合、「安全に暮

らせるまち」など、もっと上位の位置付

け（基本原則など）にくるかもしれない。 

 平成２５年２月３日（日）午後１時から

焼津市役所にて、第１６回焼津市自治基本

条例を考える市民会議を開催しました。 

 今回は、市民会議素案のまとめに向けて、

「市民」、「議会」、「行政」に関する内容に

ついて、作業グループ会議の成果も活かし

ながら検討を行いました。 

 また、相模女子大学の松下先生にもご参

加いただき、これまでの検討からさらに飛

躍するための論点提起（右上）等、アドバ

イスをいただきながら進めました。 

 ４つの班での話し合いでは、例えば、「市

民」については市民の定義と他の項目との

関係、「議会」については議員の望ましい姿

（役割や資質など）、「行政」については、

市長や市職員に求められる役割をはじめ、

行政全般にわたる様々な意見が出されまし

た。「危機管理」については、表現はともか

く、市全体の中でも重要性が高いのではな

いかといった意見がありました。 

 最後に松下先生から、自分達で創り上げ

ることが大切なので、大変だが頑張ってほ

しいとの励ましをいただきました（右下）。 
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松下先生より、今後に向けてのアドバイス 

・今日はだいぶ言い過ぎたと思うが、私の意

見にとらわれず、皆さん自身で焼津市にふ

さわしいものを創り上げてほしい。 

・今回の取り組みの大切な思想は、市民も議

会も行政も「まちの共同経営者」であると

いうこと。それが今までは行政にお任せだ

った。こうした新たな方向への転換を自治

基本条例で進められると良いと思う。 

・大変だが、いったん形にまとめることが次

の議論につながるので、頑張ってほしい。 


